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第 190 回

勤務先でパソコン操作などの業務に従事

する X は、首・肩のこり、不眠、強い疲労

感を感じ、医師の診断を受けたところ、神

経障害、不眠症などと診断された。その後、

半年ほどの休業を取り、職場復帰して時短

勤務に変更したものの、次第に体調が悪化

し、再び医師の診断を受けた。その結果、

「頚肩腕（けいけいわん）症候群、両手根

管（りょうしゅこんかん）症候群」と診断

された。そこで、X はパソコン操作などの

業務に起因してそれらの障害にり患したと

して、労働者災害補償保険法に基づき療養

補償給付たる療養の給付および休業補償の

各請求をした。

量的にも質的にも「過重な業務」であっ

たということもできないとして、「上肢等

に負担のかかる作業」に該当するというこ

とはできず、本件疾病の業務起因性は否定

され、業務外と判断された。

頸肩腕障害は、作業態様に関わる負荷が

上肢系の筋骨格系組織に作用することによ

り生ずる機能的または器質的障害である。

上肢などに過度の負担のかかる業務によっ

て、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、

手および指に発生した運動器の障害を「上

肢障害」という。上肢障害の診断名の代表

例に頸肩腕症候群がある。頸肩腕障害など

の上肢障害が労働災害と認定される要件と

して、①「上肢等に負担のかかる作業を主

とする業務」に「相当期間」従事した後に

発症したものであること、②発症前に「過

重な業務」に従事したこと、③過重な業務

が

え
る
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への就労と発症までの経過が、医学上妥当

なものと認められることが必要である。以

上のいずれの要件も満たした時に、労働基

準法施行規則別表第１の２第３号４または

５に該当する疾病と取り扱われる。上肢の

反復動作の多い作業、上肢を上げた状態で

行う作業、頸部、肩の動きが少なく、姿勢

が拘束される作業などをいう。「相当期間」

とは、原則として６カ月以上を指す。「過

重な業務」とは、上肢などに負担のかかる

作業を主とする業務において、医学経験則

上、上肢障害の発症の有力な原因と認めら

れる業務量を有するものであって、原則と

して、同一事業場における同種の労働者と

比較して、おおむね 10％以上業務量が増加

し、その状態が発症直前３カ月程度にわた

る場合や業務量が一定せず、例えば、業務

量が１カ月の平均では通常の範囲内であっ

ても、１日の業務量が通常の業務量のおお

むね 20％以上増加し、その状態が１カ月の

うち 10 日程度認められるものなどをいう。

認定に当たっての留意事項としては、「頸

肩腕症候群」は、出現する症状がさまざま

で障害部位が特定できず、それに対応した

診断名を下すことができない不定愁訴など

を特徴とする疾病であるため、障害部位を

特定できない「症候群」を否定するもので

はないこと。「過重な業務」の判断に当たっ

ては、発症前の業務量に着目して、業務量

の面から過重な業務とは直ちに判断できな

い場合でも、通常業務による負荷を超える

一定の負荷が認められ、長時間連続作業、

他律的かつ過度な作業ペース、過度の緊張、

不適切な作業環境などが顕著に認められる

場合は、それらの要因も総合して評価する

こととされている（「上肢作業に基づく疾

病の業務場外の認定基準について」昭和 50

年 2 月５日基発第 59 号通達）。

X について、本件疾病が上肢などに負担

のかかる作業を主とする業務に起因するも

のか否かが検討された。まず、X の作業環

境は、机に向かって左側に電話機があり、

顧客からの問合わせに対してはメモを取り

ながらパソコン操作をしたりするもので、

必ずしも無理な姿勢での作業ではなかっ

た。本件疾病の発症前に過重な業務に就労

したという特段の事情はなく、作業内容は、

パソコン打込み作業、書類の点検・修正、

記帳、ファイリング、電話応対、ファクシ

ミリ操作、来客対応などの一般的なもので

あった。X の作業量に関しても、原告のパ

ソコン作業時間数は、多い日でも１日当た

り３時間程度にとどまっていた。

したがって、量的にも質的にも「過重な

業務」であったとはいえないことから、「上

肢等に負担のかかる作業」に該当しないと

して、業務起因性は否定された。

先の通達では、パソコン作業などによる

上肢障害として、ほかに手関節炎、書痙、

腱鞘炎などが代表的疾病として示されてい

る。事務専従者のパソコン業務などであっ

ても、過度な負担により業務起因性が肯定

され、業務上と認定される場合があること

に留意すべきである。




